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ひとこと

第53号の発刊によせて

　いつの間にか草むらの虫の声が、秋の協奏曲を奏でていることに気が

ついた。今年は例年にもまして熱い夏だったので、秋がまちどおしかっ

たように思う。

　前号までと少し趣を変え、遊びや文化をテーマにして子どもたち自身

の世界を映しだした第52号は、面白く読めたという声をいただいた。第

53号は改めて原点に立ち返り、「児童養護と子どもたち」を特集のテーマ

とすることになった。

　この夏、マスコミに登場した児童虐待のケースは、残念ながら相変わ

らずの勢いであった。児童養護の現場では、家庭から離されて入所して

くる子どもたち自身もそして職員も、多くの思いを抱えている。2000年

に制定され、3年後の見直しをうたった「児童虐待の防止等に関する法

律」は、来年2003年の改正をめざして検討が行われているという。「子ど

もの最善の利益」をどう守っていくか、おとなたちもようやくそのこと

に関心をむけている。

　いま児童養護施設にも第三者の視点を入れて点検し、子どもの権利擁

護を考えていこうというオンブズパーソン制度が始まっている。しかし

本誌のいくつかの論文が指摘するように、現行の職員配置基準のなかで

子どもたちに十分なケアを行うことはすでに限界にきている。被虐待児

に日々接する職員のメンタルヘルスも、大きな課題である。

　最近の新聞によれば、子ども・家庭についてのわが国の社会保障給付

費は対国民所得比が0，53であり、スウェーデンの4．83、ドイツ3，4に比べ

てかなり少ない。少子化対策に本気で取り組む必要があることを考えれ

ば、子育て支援と子どもたちのために、より積極的な施策の推進を期待

したいものである。　　　　　　　　　　　編集委員長・片岡玲子



石井十次の岡山孤児院での

養護実践とは
一日本における児童養護実践の源流一

　　　　　　　　　共栄学圃短期大学社会福祉学科

特

　　　さく　ち　よし　あき

助教授菊池義昭

児童養獲と子どもたち

はじめに

　イ・1井卜次と岡山孤児1塊については、福祉関係者の

多くがその氏名や名称は知っているが、両者の詳し

い内容などを理解している人は少ないと言える。そ

こで丁者は、「n本におけるタi己童養護実践の源流」を

明らかにするという歴史的視点から、①石Jl：十次が

試みた岡］ILI孤児院での養護実践の到達点と②今［r1勺

意義、さらに（亘）福制：関係者が継ノKして行く実践思想

や梢神について、これまでの一連の研究をlllf提に：、

試論としてまとめてみる、

　それは、養護実践を含む全ての社会福祉が、「福祉

の現場」で利JFI　U一の人生に有効に作川した11寺に、そ

の真fllliが証明されるものであり、「実践現場」なくし

ては杜会福祉は作在しないと言えるからである。し

かし、n本では、その「t51・UVJESSS」で証明さ才した知

見を蓄積して体系化するよりも、欧米の理念だけを

紹介して「実践現場」を混乱させている程度に1ピー）

ていることが多いようである。そこで本稿は、ll本

の過去の「実践現場」の知見をまとめ、そこでの蓄

積が今llの養護実践の質的展開1こどう連動すべきか

を検討してみることにする。

　また、歴史は、過去の人間の壮入な実験とみるこ

とができ、それは、1つの理論や理念を時代という

装置の中で実験した結果が歴史として形成されると

言えるからである．このため、先の「知見の蓄積」

と同ll‘…に、実践のエネルギーとしての実践思想や精

神が発生することになるのであり、それらの点も本

稿を通して確認してみることにする。

1．岡山孤児院の養護実践の形成と到達点

（1）石井十次と岡山孤児院の誕生

　L「」1二卜次1ま、　1865　σ2ξL』ノC）　イ「三4月11日に現‘li（7）

宮崎県児湯郡ll6鍋町で生れるが’二、ただちに近代1］

本の夜明けに直面し、向学心を持ってL京したり、

帰郷して聞墾事業に取り組んだりと、高い志を持ち

ながら新しい1時代の中でどう生きるかを模索する1！r

年であった．：そして、18歳にな’）たユ882（明治15）

年9月L211に、宮崎病院長荻原1’1平の勧めで岡川県

lll種医学校に入学し、自らの進路を定め、　liil“，3にキ

Vスト教への関心も深めた．．1884（li－fJ　17）年11月2

日には岡川基督教会の金森通倫牧師より受礼し、ル

涯熱心なクリスチャンとして、のちに創、Zする岡山

孤児院を含む全ての実践の原動力となった。

　そして、医学の勉強とキリスト教の伝道を行い、

1887U‘rj20）ff・　4月20［1病タC療養と医術研修のため

邑久郡ノ＼宮村で太lll句f二医師の代診をしている時

に、四国巡礼中の母．∫・より男r・を預卜）、それが契機

で9月221：［岡IU区の三友、！fに孤児教育会を設立し、

これがのちの岡山孤児院に発展したのであった、、た

だし、その動機は、石1トがキリスト教者として「貧

しい人々の友」になろうと考えたからであった。

　（2）孤児教育会と「労働学問並行の教育主義」

　イけトは、孤児教育会の設1ン：当初から「孤児教育院」、

　「附『属製造所．」、「殖民地」という構想を1寺ち、孤貧

児を｜i1に収容するだけでなく、彼らを教育し、さら

に労働としての実業教育を加え、将来の彼らのため

に「殖民地」をも設けることにしていた、、その意味

ワ
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では、当初より院児のライフステージを視野に人れ

て同教育会を設、’llし、約40年の歳月を費やしてそこ

まで到達した養護実践であったともばえる，

　設、：’二当初の財源は、キリスト教関係者などを会貝

とする、会費制の財政述11i『を収ったが、院児の増加

などにより医学の勉強と孤児教育の仕事を両立でき

なくなり、石井は1889（明治22｝年］月10116年渕

学んだ医学ぷを全て焼却し、孤児教育に専念するこ

とになった．そして、翌年になると、これまで院児

を地域の尋常小学校に通わせていたもθ）を中1ヒし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ’f／べ
て、院内で普通教育を実施し、さらに活版部、米摘

部、機織部を設けて実業教育を行う「労働学川並行

の教育i三義．1の養護実践を試みることにした．

（3）博愛社、濃尾震災、震災孤児院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む1t’tt
　そして、1891（同24）年になると埋髪部、麦桿部

を設け、さらにトy愛社と合同して農業教育を実施し

た，，そんな折の10月28日に濃尾堤災が起こり、石井

は震災孤児救済に着丁三し、翌年1月lI［には財’政的

にまったく余裕のない状況の中で、名占屋市内に震

災孤児院を設、：ノ：した．．このとき全部で約1〔〕0人ほどの

院児が急増したが、そんなvl’でも「労働学川並行：の

教育iモ義1の養護実践を推進した．しかし、やはり

財政状況は　・層llIfしくなり、2年後の1893（同26）

年4月に博愛社との合同を解消し、12jlには震災孤

児院を閉鎖し、岡11｜孤児院に集約したが、院児は263

人に遼していた。

（4）茶臼原移住と存続の危機

　博愛社との合同解消で年長リlJ’・の農業教育の場を

失った石井は、18941同27）年になるとルソーの

『エミール』の影響もあり、かねて．ヒ地を購人して

あった故郷宮崎ll，｛・の茶臼原に院児を3川に分けて60

余人を移住させることにする．、これは、実業教育の

環として農業による自活を試みるものであり、さ

らに故郷のn向地方の地域振興とリンクさせて、農

業部の他にH向活版部、梢米部、運送部、商業部、

川漕部、理髪部を設けるまでに拡大した、

　また、岡lll孤児院も’∬務｝り1、養育部、教育部、実

llヒ界の児巾と母刊

業部、さらに一時感化部を設けて、実業部の収益

（ド川三財源）を「耐見する「実業的独・lt：」を試みた．．

しかし、1895（lrij28｝年7月市［・」・」で流行していたコ

レラが院児等にf云染し、さらにイf井にも感染して生

死を彷律う状況に陥り、かつg月12［1には鹸大の協

力者友品r一が永眠するなど、岡山孤児院は作続の危

機を迎えた。このため石井は「実業的独ウ：」から再

度全国σ）キリスト教関係者などに寄付金募集を訴え

ることにした。2年後の1897Clbil301）年9月2211に

は、茶臼原移住叩の院児に赤痢が発生し、茶臼原移

ll三は多大の負債を残して中IL、撤退を余儀なくされ

た。これは、同院の養護実践の中核である「実業的

独ウ：」が現状では困難という結果の現れで、施設運

営にも新たな模索が必要となってきた．、

（5）音楽幻燈（活動写真）隊と財政基盤の確立

　その［新たな模索」は、年艮院児の音楽隊に幻燈

および活動写真を加えた音楽幻燈（活動写真）隊に

より、国内の津々浦々のtl∫ll「f村はおろか朝鮮、台湾、

清国、ハワイまで出張して借付金を募集することと、

約2年’トで1万人の賛助艮を集めることなどで、こ

れにより岡川孤児院の財’政は安定することになっ

た、．　・方院内では、］897（同30）｛＃12J’J　15［．1私、乞岡

山孤児院尋常ll‘li等小学校をi没立し、従来の「普通教

育」から義務教育に移行し、年長児にはウS学（語）

科、看護科、音楽科・を、幼児には幼稚園を設け、養

育部は男子幼年部、男了・部、女j㌧幼年部、女r・部、

食事（賄ノカ、衣服部に分れ、年長児が年少児などを

Ul：話する「1“tld’長・伍長制」を取っていた，、

（6）家族制度と1．200人規模の施設

　先のような財政の安定は、石井に新たな養護実践

を呼び起すことになる，つまり、全国各地から寄付

金を募集したので、全川の狐貧児を無制限に収容し

ようとする「孤児無｛lrll限収容」を、］905（1司38）年

／月1511に発表したのである．「これは’1il1、｝Lb2戦争・

による遺児が増加していたことがその背景にあった

が、先の「’発表」を具現化したのは、東北一三県凶作

地より6川に分けて貧孤児825人を収容した活動で、

3



このため一一時1．2〔〕0人規模の施ii生となったc

　さらに、1905年4月281．｜からは、英国のバーナー

ドホームに学んで、今1．1の小舎制にあたる「家族制

度」を女子部に導人し、ユ，200人規模の施設でそれを

具体化した。つまり、従来までの年長児が年少児を

脂新する方式をrll止し、今日の保育上にあたる主婦

1人が15人前後の院児を各家庭舎〔熟舎）ごとに養

育する方式を導人したのであった、、このため企国か

ら了・育て経験を有する高等教育を受けた女性など50

人を募集し、全職貝は100人に遥していた。加えて、今

日のiv＝親制度に近い里∬i児制度も実施、病弱児や幼

児を近隣の子どものいない股家の夫婦に養育を委託

した。その際職艮が月1同程｛変巡回し上どもの体重

を計り、養育料月4円を支払ったが、体重が減少す

るなど養育が悪い時は連れ帰るという厳格な対’L’Elを

収り、　－1時200人を1∬預していた。のちに石井は、こ

れらの養護実践を「教育1一二則」としてまとめた。

　1907（同4〔｝）年6月ユ5Llには大阪事務所を開設し、

セツルメント的事業も実施するが、このような事業

規模と内容の拡充は当然財政困難を生み、その解決

のためにも生活費の安い茶自原への移転を再1旧、そ

れを加速させることになった。同時にこの移転の最

大の日的は、東北児の大半は2年ほどで帰郷したが、

それでも600人ほどが在院し、彼らが現在および将来

農業によって独立する場を確保することにあったこ

とに注目する必要があり、それは、院児のライフス

テージの最終段階における養護を確立するためであ

った。さらに石井は、これまでの負債を院児が移転

した後の岡川の土地を大原孫：…郎に売却するなどし

て解消し、1912（1司45）3JJ27「｜に里預児を残して

全ての院児を茶臼原孤児院に移した。

　1司院では、各家庭舎で農地を耕作し自営を「1指し、

院内の小学校で教育を行い、年長児は農業見習生と

して付近の農家で奉公し、そこで得た給金等を預金

し、かつ農地を与えて殖民として独立させることに

した。これを石非は「E代教育」という構想の起点

と位蹴付け、すでに14劔が殖民となり、この地に

4

「基督教的農村」としての「茶臼原毘村’」という理

想郷づくりに着手し、その基本理念を「茶El原憲法」

として定めた，，しかし、その石井は19U（大llF．　3）

1）130］Jに永眠し、「茶臼原農村’」づくりは石Jl：の盟

友であり倉敷紡績株式会社社長でもあった人原孫E

郎に引き継がれることになった。

（7）農場学校の設立と解散

　石井永眠後、大原孫三郎が理‘∬（院長）となり、

財政再建を行うと同吋に、東京帝岡人学農学i芽ll出身

の松本土’を叩心に農場学校を開校し、年長男．∫・に

農業教育を実施し、従来の農業見習はll’llhした。つ

まり、院内での一・貰した教Wに基づき高度な農業教

育を与えて殖民として独i’11させることにしたのであ

るvまた、同時に殖民は1司院の農地を小作し、農業

収入で小作地を購入し〔1作農として「1立する方式を

取った。このため1919（同8）年には殖民が3地区

に23戸、宮崎県内を合せると34jiに達し、イ．iJI’・のil

指した「茶臼原農村」が具現化されつつあつた。し

かし、農場学校は1922（同11）年12月で廃｜ヒとなり、

その後は興農部や農業見習で年長レ｝己の独立に努めた

が、ユ926（同15）年8月に解｝｝化し、岡lll孤児院の約

40年間の養護実践の幕が降りたのであった、、

2．岡山孤児院の養護実践と今日的意義

　このように、岡山孤児院の養護実践で最も重要な

ことは、その約40年間の歴史を通して、院児のライ

フステージのほぼ全ての段附に亘る実践方法を実証

したという歴史r1勺事実にある。つまり、里預児制度、

家族制度、農場学校、そして「茶〔1LF；sltSlイ；｛・」と、院

児が1人の社会人として確実に独立し、白立できる

までのシステムを実証したことであり、このような

養護実践が、明治から人IEの日本にあったことを、

現在の私たちは深く銘記する必要があるということ

である。咋今やっと「地域小規模児童養護施設」の

創設が制度化されたが、里親制度を含め日本の児遣

養護に関する制度は、岡山孤児院が実証したそれを

現代化して取り人れているとは言いがたい。そして、



石」卜1’次と岡川孤児1駝が示した歴史的」渓を今日的

に学ぶとすれば、それは養護を必茨とする児・†（：のラ

イフステージの全段階〔少なくとも家族を持って生

活するまで）に日1る援助システムの制度化であり、

そのような視野を大前提に児［†［養護の問題に⊥収り紺，

むことが1n要であることをt」kl唆していると「．i’える，，

　さらに、イ1’J1：は「．三代教育」という構想の中で、

「親は働き∫・は学び、一：代日には小作も地1」とい

うぢえ方に、Zち、院児の三代先の家族の生活安定ま

で．lll、杉した．．これは、現在の51己・†ら）6護施設が抱える、

退所児砂が社会に川て川二度「鐙護児をlll生産1する

という構造を、tiJl：は明治期にすでに認識し、その

1川：生産．」構造のfJ’開策をも試みようとしていたこ

とにも注1．1すべきである．，

　つまり、什井は、明治期という日本の社会にまだ

公的な制度としての社：会福祉が存在しない11i“代に、

杜会の底辺で生活せさ”るをえなかく’た孤児や貧児を

日らの力だけで救済し、ただ彼らの生活を救うだけ

でなく、彼らの成長と発遼のためには教育が頂要で

あるとの信念に基づく養護実践を展聞し、優秀な院

児には同志社などで高等教育を受けさせ、ノト1「の大

学教育に匹敵するものを保障する・万で、前述した

ような院児のライフステージの全段陪にわたる養漫

実践を試み（体系化し）、さらに「茶臼原農村」とい

う理想郷での「：代教育」を楢想しつつ永ll民したと

筆i者は川解する、．

3．石井十次の実践思想と精神の継承

　そして、石井が、院児を1人の社会人とするまで

の養護実践を追求したのは、イf）1：の叩に貧しい人々

を含め全ての人間は個人とLての人格を有し、それ

を岡川孤児院での教育などの実践を通して平等にり・

える社会を日指した実践思想が、その前提にあった

からとばえる、tこれはまさに最ド層の人ll］］であって

も、人格権を持った近代tl（Jな人間として育成すると

いう、当時としては披先端の実践思想であり、養護

実践を含む社会福祉実践はいつの時代でも新しい人

ll［界の児爪．とt：ttT

間観を旦現化する役割が歴史rl勺に内包されていると

いうことであろう

　さらに、t，fJl：のあのような壮ノくな養護実践の真髄

（梢神）を要約すると、それは彼自身が語った「愛の

道に坂なし、大胆の中に妙法あり」という言菓に収

敏されよう．．っまり、養護実践は爪償の愛を与えて

行く化．’∬で、そのイ1：事はいろんな厳しい坂があって

も、厳しいとは感じない．ttそして、その厳しく．‘’11‘：し

い困難を乗り越えるノ」’法は、大胆に実行して行くこ

とであるという意昧である、，これは、養ほ実践を含む

礼会衙祉実践の原則〔精神）1、二、1：1〕．だれも取り組もう

としない困難な川題に勇気と行動力を持って収［IJ糸H．

む開拓性、．②その困難を41☆翌1と創造力で克服しよう

とする実行性、さらに：：③その信念に基づく実行が自

己変吊：を川み、実践者の1・1　ti実現もその中で達成で

きるヒいうことを提起した，i’ikと竿i者は川解するtl

　そして、今日私たちがこの原則〔精神）をり「き継

ぐという意味は、決して多数の養護児を育てること

ではなく、　・人ひとりにどれだけ質の高い．養護実践

を試みるかということであると判断する．．つまり、

児耽養護の領域においても児童福祉法なと‘の・定の

公rlり制度が存在し、その制度のさらなる拡充を求め

ようとするならば、それらの制度の限界を超える質

の高い．養護実践を現場で具体化することが、最も有

効であると，「えるからである、それは、先の石戊トの

養護実践が歴史的な淘汰を経ても、今なお100年後の

私たちの社会（領域）に影響を’j・えている事実から

もr解いただけよう「

日

1‘羽池礼町日創、．r　lけ1ぴ．）岡山孤児院グ）．11Lt「嵩’

　6｝｝　他：u禍

；：肺肛政　．邸著「イ1月1次」旧川iり91“1

二1川ヒ☆”∬：Ir］し栄児σ加祈側究ユ軌

・1・1．会

キーワー一ド：岡山孤児院の養護実践

　石井十次によって18S7（明治20）年に創立された育児施設

（今日の児駆獺護施設の前身）で、その約40年問の養護実践の

内容は、里預児制度（里親制度に近い）、家族制度（小舎拓11）、

贋場学校、「茶臼原艘村」づくりなど．院児のライフステージ

のすべての段階における躍助を実証するものであった。そし

て、今日最も必要なことは、先のような岡山孤児院で得た薮

讃実践の知見を．国の制度として現代化することである。
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児童養護における
ケースマネジメン
ー
日本と米国を比較して

　　　　　　　東京福祉大学

集

ト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ずみ　こ

響㍊纏欝ヘネシー澄子

児童養護と子どもたち

1．はじめに

　高齢者福祉対策の一・環として介護保険制度が実施され

だしたのは、平成12年であったc．この制度にケアマネジ

／・一の適用が組み込まれ、L」本でケースマネジメントの

概念が、実践されるようになった。しかし、この概念は、

ケアマネジャーという、職業としてのみ解釈され、児童

福祉や郁害者福祉の組織の改革に取り入れられていない

のは残念である。本稿では、米国におけるケースマネジ

メントを、対人援助技術の．一・方法論として紹介し、その

方法論が｛kみ出された歴史的丁丁景を探り、ケースマネジ

メントの展開過程、それを実践する紺織づくり、実践に

必要な技術、専111］職の養成を説明するt／tそして、組織と

してのケースマネジメントが、児童福祉分野にどのよう

に組み込まれ、機能しているか、個々の児竜の身上にど

のような変化がもたらされているかを考察し、日本の現

状に合ったケースマネジメント実践をn本の児童福祉の

課題として提案したいと思う。

2．ケースマネジメントについて

　米国でケースマネジメントという概念が広まったの

は、1970fl三代の初めであった。それに先そ．1：する1960年代

に、民主党のジョンソン大統領が「貧困との戦い」を宣

言し、社会福祉サービスが大きく発展したが、期待され

たようには「貧困］が米国社会から消減しなかった／；そ

の理由の．．・つとして挙げられたのは、個々のサービスが

独自に発展．複雑化し、利∫．II者にとって白分に見合った

サービスを見つけて受けるのが難しくなったことであっ

た。国税の．予算からの．支出の増加の割に弱者の実態が改

良されないことは、次時代の共和党のニクソン政権にと

っては耐え難いことで、直ちに企業管理の専凹家が社会

福祉政策のトップにすえられ、効率・効果という企業管

理の概念が福祉の世界に導人されたt」1960年代の後半か

ら1970年代の初めにかけて、支出を抑え、サービスの無

駄な：in複を避け、必要だがまだないサービスを立ちヒげ、

利用者が使いやすい組織づくりをすることを目的にいろ

いろなサービス統合の試みがなされた。その結果、福祉

政策の特定の対象者ごとに州や地方〔］治体1人1での資任の

所在を明確にする「サービスへの窓「．1は．’つ（single　entry

poinl）」という組織lzの統合方法や、対’象者をf【，M別化し

てその人のためにサービスを統合するケースマネジメン

ト方法が生まれた。特に後者は利用者の満足度が高く、

サービスの質の向．IZと、コストの暴騰を抑えることが実

証され後lll：の．立：tL）1に多大な影響を与えた、、

　ケースマネジメントの「ケース」とは個人の場合とい

うことで、米国社会福祉の「Ml　》ll　fヒ」の梢神に沿い、マネ

ジメントは「白分がやるのでなく、他の人たちを通して

［1樗｛を達成する」という管理の過程を意味し、「自分を使

って、直接個人や家族の援助をする」という従来のケース

ワークと一・線を画するものである。利川者個人のニーズ

を．」匹前評価し、どのようなサービスがこの利用者に必要

か企1何するのは、ケースワークでも必要な技術だが、地

域資源からサービスやプログラムを選出し、組み合わせ、

サービス提供者と契約を結び、サービスを買い、利用者

とサービスを「連結」しその双方をU標達成に向かうよう

動機付け、サービスの「質」を監査し、日標達成度を評

価し、適度なところで、サービスの終結を計画し実そ．］：す

るのは、管理の技術であり、特別な訓練が必要となるe

　ケースマネジメント実施の際、ケースマネジャーはど

の機関に属し、どの程度の決定力を持ち、どのくらいの

予算を左右できるか企阿しておかなければならない。
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ケースマネジメントが州や地方自治体の指定された窓

ILまたはそこから1．窓川」として契約された機関で実践

された場合、ケースマネジャーは公的な窓llである権威

を背景にサービスを買う▲二算を打ち、客aUil｛Jな監査を行

い、サービス機関が利用者のニーズを満たしていなけれ

ば、契約を解約し、新たに他の機関に利用者を述泉i‘fでき

る力がある。この場合ケースマネジt’　一は代弁者として

利川者から信頼され、サービス提供者は、ド1社のサービ

スやプログラムの質を常に向ヒさせていなければ存続で

きない、．このことが結果として、利用者の満足度の向1：

と、サービスの効果的・効率的な改浮につながるのであ

る｛，ケースマネジメントがサービス提供K一に任された場

合、利）IJa一のニーズにサービスを合わせるのでなく、今

あるサービスに利用者を合わせるようになり、ケースマ

ネジ・1・一は雇われている機関を客観的に監査できず、利

川者の代か．者としての機能を失う．、その結果．利用者の

不渦度の高まりとサービスの貿の停滞を招くe日本の介

護保険のケアマネジャーの多くがサービス機関に屈われ

ていることは、1良質のサービスをr・の届く値段で必要な

人に’」える］という介護保険の使命達成のISter．；，になって

いると思われる．＝

3．米国の児童養護におけるケースマネジメント

　λt国の児巾福祉は、］911t紀に移民の貧困と孤児の救済

から始まり1養護」が川1的であった．．，1935年にト．1：会保障

年金1朋度・生活保言隻1剛度が確、Zされ、貧困llll題力ぐ改河さ

れてくると、その焦点が、親の人種、職種、階級に関わ

らず起こっている庖待・放置問題から児なを1保1護」する

ことに移行してきた，、1974年に「児童IIS待刑坊とiti療法」

が連月；議会を通り、それまで主に州政府に任されていた

JV　’・†i：保謹問題に、連邦政府が関’」・することになった、，こ

の法律は、1988年に史新され、SJ・Ut｛の改11：版は他の児童

保護や養護に関する法律をまとめて1996年10月に施行さ

れたものである。オく国では州権が強く、連邦政府からの

Lン：法を各州が令部鵜呑みにする必要がない．そのため、

連邦政府は大切と思われる項llを「州法に組み人れなけ

れば助成金をeHさない1というやり方で、各州に義務付’

ける講♪初の1974年の法律で’卜i・1法に組み人れさせたのは、

虐待と放氾の共通定、rt、連邦政府児苗：保」褒助成金の受け

lllT界v）児bAl：ヒftrl

川い管理機関の設定、その機関が児i‘1〔虐待問題に関する

最終賞任の所在地であり、サービスのll化．・の窓11（sing｜e

cnt【y　point）となること等であった．ほとんどの州はニ

ューヨーク州のように、1．窓ll」を1け町村の社会福祉局に

ドうし、州が監督する方法を取ったが、ユタ、オレゴン、

1ノシントン州等は、州政府があくまでも責任を取り、州

のWi；祉局の支部をllf町村に殿き、児li《保護活動を・IF｛’　X．

せたところもある，〉さらに1974年の連邦法は虐待・放蹴

を目撃Lた人が1．1「1座に通報できるよう、窓日である機関

に711問24時1｝ll機能するホットラインを設けることを指

示した、．この通報は、］988年法律改止では義務化され、

児蝦と関わりある職種をり1記し、それに携わるものが虐

待を察知したとき通報を怠ると、資格を取リヒげられ、

時によると罰金や逮捕も免れないとされている．また

1974年の連邦法は、保護された児’d†ζカざ里親や施設に預け

られたまま、忘れられないように、実親の元に帰るか、

養］’・縁組で新しい親を得て1永久的関係に入る計画」を立

てることCpennthnency　plunning〕を各州に義務付けた［「

これも法律改正ごとに1明問が短縮され、現行法では裁判

所がII㌣待した親の親権を・時停止し、児竜を州の責任ド

に置いた時点から12か月以内と指示しているc，そのL、

児苗保護6旨ζ任の所杓iする州政府機関（ほとんどの州では

社会禍祉局や対人サービス局）が中心となって、梢神保

健、教育、発育遅滞、医療、「∫1法、警察、NPOとボラ

ンテでア団体その他の関迎機関を交えて、その州の児縦：

虐待）’t防・治療対策と、児1」i了：保護に携わる人たちの養成

と訓練を企画し迎邦政府に．目乏告することを義務付けてい

る，．

　1㌧記の義務を遂行するには、ケースマネジメントの粗

織が欠かせない、、まず7日間24吋問機能する通報川のホ

ソトラインだが、州がケースマネジメントの責任を果た

すときは州の本部に、ニューヨーク州やコロラド州の場

合は各市の福祉局に設けられ、そこに人ってきた情服は、

過去の虐待・放i『亡の事実とコンピューターで照合され、

児箪：の保安が脅かされると1111断された場合、警察が介人

して、児苗：を安全な緊急シ”f，ルターに移す。ここでは昼

夜を問わず医療とソーシャルワークのチームが児償に対

処する。乳幼児の場合は特別な訓練を受けた馳親に委託

する，，どちらも’ll抽勺な措置で、24時川以内にソーシャ
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ルワーカーが実親の元に派遣され、｝1［情聴取をし、虐待・

放柑の」1．「実があったか、子どもを実親の元に返しても無

事かどうか評価する。コロラド州デンバー市の場合、係

長会議でこの評価結果が検討され、児童を親元から引き

離すことが提案されれば家庭裁判1りfで親権を一’時停止し

てもらう。児童は自分の発育や治療のニーズに沿って、

里親、グループホームまたは居住治療プログラムに措舵

される。デンバー市の場合、児童を担当するソーシャル

ワーカーがケースマネジャーの役制を果たすが、ニュー

ヨーク市のように措置される児童の人数が多く、また．：専

門性の高い児蔽福祉サービスがたくさんあるところで

は、市のケースマネジャーは児准の委託先のサービスの

質を監査することだけを行い、個々の児童に対するサー

ビス統合の部分のケースマネジメントは、サービス機閑

に一任している。いずれにしても、個々の児童は、「永久

的関係に入る」長期」1標に向かって定められた、さまざま

な短期日標達成に必要なサービスやプログラムを受ける

ことができる。11竺待をした親や、虐待を防．LLしなかった

親は、12か月以内に地域精神保健センターや、州や市で

訓練を受け契約しているセラピストから親となる教育プ

ログラム、怒りの管理の教育、薬物（アルコールを含む）

乱用治療などを受けねばならない。親権を返還してもら

うには、．r一どもに対する態度や行動に、改善の兆しが見

えていると保証されなければならない。非協力的な親は、

12か月後またはそれ以前に親権を剥奪され、児童は養J’・

縁組プログラムの対象として登録される、、このように、

児輩が福祉機関を転々とすることなく、一・年以内に親と

して成艮した実親の元に帰るか、養」㌧縁組で新しい家庭

に入るかをIII指して、ケースマネジメントが行われてい

るbさらにニューヨーク市では、リーガル・エイド・ソ

サエティー（貧困者対’象の弁護士．協会）と契約して、親

元を離れて措置された個々の児童にその｝tの権利だけを

視点に据えて、監査と代弁をする弁浪七をつけ、ケース

マネジメント紐織を強化している。これは各州に義務付

けられているガーディアン・アド・ライデム（法廷で児

鳶の権利を代表する法廷指定の保護者）以外に設けられ

た組織である。

　児童虐待問題の研究で実証されている、「子どもはどん

なに虐待を受けても、実親の元に帰りたがる」という事

8

実に基づき、現行法では川産前後に親になる教育を病院

や地域で徹底的に行うことで、虐待・放置予防をしてい

る。また虐待・放置を一度でも通告された家庭には、家

庭保存チームを送り在宅介入することで家庭崩壊を防

ぎ、どうしても子どもを親から離す場合は、近親や子ど

もの知り合いの家庭に措置するキンシップケアの実施を

奨励している。これは従米の「親からの隔離、虐待した

親の処消、里親や施設への養護の依頼」に重点をおいた

政策から、家庭全体を治療したほうが財政的にも子ども

の精神而にも負担が軽いという考えへの移行を示す。

4．日本のケースマネジメントの現状

　平成12年に施行された児「約占待防ll二法は、虐待・放蹴

を法的に定義し、虐待の通報を受ける中心的機関を都道

府県に指定し、児瀧相談所に虐待問題対策の責任を置い

たことにより、米同の1974年次の段階に達した。．三年後

に法の見直しが行われるときには、（1）児童に関連す

る専門職に携わる者が虐待・放置を認識したときの通報

の義務と、それを怠った時の罰則、（2）家庭裁判所に

よる親権．“時停lll命令、（3）liS待に関わった親が教育

と治療を受ける義務、（n）非協力的な親に対する速や

かな親権剥奪処理、（51児童が永久的人閥関｛系に効率

よく復帰できるようなケースマネジメントの実践などの

事項が新しい課題であろう。それと剛1寺に児童虐待・放

椴問題の窓口機関である児童相談所の専「｜1性を向上させ

る必要がある。ここに配鳩されている児童福祉司は、現

在の公務員制に従い3年毎に勤務先が代わるようでは、

児蛍福制：の．専門家として、児童とその親のケースマネジ

メントを実践することは不可能である。また現状σ）よう

に、児童福祉司に両親の教育や治療の貴任まで負わせる

のは、虐待防．1ヒ組織の不成功を最初から計画しているよ

うなものである。児童編祉司はケースマネジメントの媒

門家として、窓川機関である児意相談所の権威を11テ景に、

虐待や放置が実際に行われたか調査し、親権の’時停止

を提案し、児童の緊急保護、虐待した親が立ち直るまで

の養護サービス機関U．｝1親・養護施設）を選び、契約し、

そのサービスを監査し、評価することに焦点を当てるべ

きである。虐待加害者である親に対する教育と治療サー

ビスは、サンフランシスコ市のように、社会福祉局が両



親教育のカリキュラムを作り、精神保健センター職員、

ソーシャルワーカー、臨1λξ心理lrなどを養成し、資格を

与えて契約をし・任すればよい，，ケースマネジャーが利

illできる地域資源を、このようにして人｛¶1：に作り出すこ

とは、ケースマネジメント実践の成功において欠かせな

いことである．．．

　目本では政策やサービスを作るとき、全世界で研究さ

れ実証された小柄をまず調べるという姿勢がない気がす

る　現在厚ル労働省が、U門1∪親制度の）！び人にノ」を入れ

ているが、その提案事項にd，q1「」里親を養成して、愛着陪

害や行動障害のある児£i’〔：の治療的養護を任せようとして

いる、米国のLv　riL】‘1．［親は、愛着障書や行動障：IJ．i二の治療［、li［

門機関に所属し、そこから珊練を受け、そこで治療され

ているJ：どもを治療の・環としてfl「［かり、緊急’∬態が起

これば、昼夜を川わず、カウンセラーが駆けつけてくる

という状態のノこで活躍している　そうでないと、馳親家

庭自体の崩壊がllに見えている．人川が術足な　・生を送

るのに欠かせない「他人との良い関係を作る能力」の」1」

本となるのが、荘育者〔勘と結ぶ愛の絆で、このノく切

な愛着づくりは、川産以前胎児斯1から始まり、3歳まで

に完1’すると実証されている．この研究結果に沿って措

置政策をウ：てれば、乳幼児期にはr・どもと　対・で接す

る馳親家庭を活川するのカζ常識であろう、，学1’i切1のJ’一ど

もには4人まで受け人れる川親家庭を活川し、Il：高年に

はグルーブホームなど、児巾発育心川の研究実証に沿’、

た養護政策と組織づくりが望まれる．

　今後．L川111川親制度の導人に伴い、現在の乳児院や児・了1：

養渥施設の役割の移行が川題社1ぎれるようになると思

う．．‘1［親家庭が実際に養育できるのは、比較的健常なi’・

どもたちであり、問題行動や梢神保健問題のあるr・ども

たちには、短朋問で集‘ド治療を行う居111治療施蔵を設け、

汎親制度を背後から支援する必要がある、．．そのため、現

在1↓〔I」W［が高いと評｛1［1iできる児iW養護施1没を厳選し」治

療施li灼に移行させる国家政策が∫必要である．．そこでは、

梢禰1科1兎、臨肩ぐ’心理．1∴1臨床’ノーシ弐’ルワーカー、看護

師、t「語治療1：などの1、1；1門職チームカ㍉㌘どもを6かJ］か

ら2年のうちに実親か肛親宅に復帰さ・せることをli的

に、愛着づくり、認知行動療法、実視・i1LXJLをいれた家

肪ミ坊習去、ソミ親・里親ρ）家庭く呆行：日rl｛J　a）．｛ll’亡三介人、オミ1．司と

川r界∂）児fiL．とtlfM．

同じく治療施設のサービスの・環とLて訓練されたEV・門

．里親の養成・契約などのプログラムやサービスを：浜、［1エ的

に行う。このような治療施設は、採扮：が取れるように、

児1’1／／：の養育費のほかに、治療費を医療保険から調達でき

る政策も必要であるrtこのように被害者である児童と加

書者である親に対’する、効果が実証されたサービスやプ

ログラムがk’　．：‘i：川意されてこそ、．個々の児能のために

サービスを統合するケースマネジメント実践が1り’能にな

るのである．．

5．結論

　「児酷膚待の．被’，仔者の多くは、虐待や暴行の川ド、1；：者に

なる．1ということが、さまさまな研究で実証されてきた．．

11本の未来を思うとき、虐待・放置川題に今こそ／i＞　JJを

あげて介人し、この悲循環を防がねばならない、、少r・化

時代に生まれてくるJ’・ども’人ひとりが、愛着でしっか

1’）と結ばれた親∫・関係を楽しみ、暴力のない家庭で養育

を受け、周りから認められてr｜己を‘1和∬することを覚え、

自分の能力とiir能性を仲ばせるという生活環境を作るの

は、日本の．大人全Uの膓‘∫任である。U本が今必要として

いるのは、縦割りの・時しのぎの政策でなく、児．章に関

する養護・保護・医療・梢Wll治療・保険制fQ・山門職教

育・公務員制度など各制度を根本r白に総合rl勺に見ll‘1：すLll：i

期nりな政策である、その政策の施行のili・1・となるのが、

サービスの質を維持し、コストを抑えてさらに個々の児

～i’：のために必要なだけのサービスを保証するケースマネ

ジメント方法の活用であると思われる、，

キー・ワード：ケースマネジメント

　裾祉利用者個人の目椋（またはニーズ）を、必要最小限の

サービスやプログラムを効率よく効果的に組み合わせて達成

（または満たす）する、対人援助技術の一方法。実践者は人

間関係づくりやニーズの事前評価技術のほかに、地域褒源か

らサービスを選び組み合わせ．サービス捉供者と契約を結び．

利用者とサーヒスを「連結」し、双方を目標達成へと動機付け、

サービス捉供者のサービスの「質」を脳五し、自標達成度を

評価する管理の技術を要する。

）（、



要保護児童の発達と回復
特

児童養薗と子どもたち

　　　　　　　　　　　　　　　たさ　かわ　かず　ひろ

酬願大剛醐糖糎搬滝川一廣

Lはじめに

　被虐待児をはじめとする要保護児童の保護と｝妥助

は、了・どもたちを児童福祉施設に「保護」すれば・件

落着ではないeそこからが始まりである。しかし、そ

こにはたきな困難が待っている、，困雄は三電である。

　①保護される児竜の多くは、保護にいたるまでの

lkい立ちでしかるべきこころの糧を与えられてこな

かったため、発達．ヒの深刻な遅れやひずみや傷を強

いられた子どもたちであること、②わが国の児童福

祉施設にはその．．1：どもたちをしかるべくケアできる

人的条件・生活的条イ’トが保証されていないこと（施

設の養育水準は．一般家庭よりずっと低い基準に留め

おかれている）、③私たちの社会はこの事実に「1をむ

けないまま「虐待防止」のキャンペーンに走り、施

設をいっそうの過密と過荷蒐に追いやっているこ

と．，現状では施設に「保滋」されても子どもにとっ

て「虐待」は終わらないr．そこでの生活条件は一・般

家庭のJ’・どもより貧しく、過密な集団生活は多くの

困難や負荷をもたらし、しかも社会はこの実情をい

わば「ネグレクト」〔無視・無関心）しているのだから。

　この困難ドで∫・どもたちのケアに尽力している福

祉現場のスタッフは②③について言いたいことが山

ほどだろう。しかし、本稿では⑦を中心にすえ、被

虐待児を念頭に要保護児童のケアを梢神発達の視点

から考えてゆきたい，、

2．成長の根

　被虐待児は二つ問題を抱えているL．ひとつは「ト

ラウマ（心的外傷）」、こころの傷の問題。もうひと

つは本稿のテーマである発達ヒの深刻な遅れやひず

みの問題であるt．，

　z7　Hのトラウマ研究は、ふつうに梢神発達を遂げ

てきた人々が戦争や災害や犯別1などによってこころ

に深いダメージを受ける現象への注Hにはじまり、多重

人格などの病理現象の背後に被虐待体験がしばしば

潜む事実の発見におよんでいる、，これらの研究は私

たちに多くを教えてくれるけれども、こころのL台

がつくられるべき幼小児朋にすでに保汲を要するほ

ど深刻な養育の混乱や膚待を経てきた子・どもの場

合、トラウマだけではすまない屯い発遠．ヒのハンデ

ィを強いられており、そこがケアのポイントとな

る，、

　・般の子どもたちは生まれたときから［．1々の生活

のなかで養育者との、なにげ’ない、しかし密接なま

じわりをこまやかに続けている。そうした日常的な

かかわりこそが成長を支えるこころの糧である。私

たちが1：1の前にしているのは、まさにその粗と、糧

を生みだすべき生活基盤とが得られなかった予ども

たちである。それらをり・えなおすことが、このii「・ら

への支援にほかならないtt．その意味でこの．i”らへの

ケアはきわめて生活的なものであり、施続は子ども

たちが根をおろせる「生活の場」であらねばならな

い，．人多数の子どもたちにとって、家庭がまさしく

そうであるように。

　被虐待児もいずれ家庭に戻ることが願われる］〔・で

あle　、，あるいは家庭復帰が困難でも年齢がくればい
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やおうなく施設を巣立たざるをえない∫・である，、し

かし、それは∫一どもにとって施設が「かりそめの化

まい」を意昧するものではない，、やがて巣立つため

には、まずそこがたしかな「生活（成⊥むの場・」と

なることがたいせつである。仮にもし親が「わがf・

もいずれ家を離れてゆくのだから」と家庭に根づか

せなかったら、かえって巣立ちのJJは育たないだろ

う。根を張らない木に実はならない，、

3．こころの育つ道筋

　被虐待児に接すると、　’般の子どもたちが自然に

身につけている、ごく当り前なこころのはたらきが

育っていない’JP実にぶつかり、とまどい驚くだろう。

「．こんなことも！」という驚きである．‘ふつうなら

ll常生活のなかで空気のようにさりげなく供総され

る成長の糧が、大きく不足していたり混乱したかた

ちでしか㌦えられなかったせいであろう「「

　そのような∫・どもたちに必要なのは、施1没の生活

のなかでおとな（スタッフ）とのまじわりを通して

成⊥乏の矧をあらためて与えられ、吸収しなおしてゆ

くことである，。∫・どもはふつう養育者とのまじわり

を通して、どんな成長の糧を得るかを素描してみよ

う。また、被虐待児においては、どんな成長の糧が

とりわけ欠けやすいかも見ていこう。

　乳児期：乳児期をフmイトは「1　1“，g期」と名づけ

た、、乳児と養育者との重要なまじわりが川でお乳を

吸うこと、授乳にあると．考えたからである．、フロイ

トが強調したのは、授乳とはたんに身体的な栄養補

給を意味するのではなく、深い安心や安息感を「ゴ・え

られて養育者とのこころのきずなを育むという精神

発達Lの大きな意昧をもつという点だった、ttフロイ

トは授乳に着日したけれど、別に授乳とかぎらない，．

養育者はll々じつにこまやかに乳児のlll：話をしてい

る。このll｝：話はたんなる身体管川ではない、ttt

　たとえば、赤」tが泣くのを放っておく親はまずい

ないt，乳児の階泣は岐初は漠たる不快に対する生理

的な反応（反身・Dにすぎないだろう、、しかし、養育

川界の児σヒ母竹

者はそうは扱わない。それをなんらかの「気持ち1

の表i現（訴え）として理解しようとする／t，淋しがっ

ていると捉えれば抱く、寒がっていると捉えれば琶

布をかける、空腹を訴えていると捉えれば授乳する

なと㌔こうしたこまやかなilL’話の積み敢ねによって、

当初は不快に強いられた受動n勺な生理1丈応にすぎな

かった噺立が、乳児にとって「不快・1を「快」へと

変化させるための能動的で主体的な行為へ発遼して

ゆく。それとともにλこ分化で漠然とした「快・不快」

だったものが、おとなたちの共有する身体的な諸感

覚へと、さらに喜怒哀楽のような情動へとしだいに

分化をしてゆくことになる。

　情動の分化につれて、∫・をあやしている親を観察

するとわかるように、ふたりの川でlllいの情動の波

長がぴったりあってさながらひとつに溶け合う深い

情緒的な交流がみられるSうになる、，こうした親密

なまじわりを通じて、こころのきずながさらに強ま

り、∫一どもはまわりのおとなや外界に対する興1宋と

基本的な信頼を深めてゆくのである、、

　最初の川会いの失敗から0歳で）t”くも虐待がはじ

まるケースが少なくない。Lに述べた発達のプロセ

スを顧みれば、そうした被虐待児のうちに感覚がじ

ゅうぶんに分化・統合されず不自然な感覚の鈍さと

過敏さがいりまじった」Jt、情動が極端に不安定で混

乱しやすいr一が．いてもふしぎはないだろう、．まわり

の｜吐界やおとなへの基本的信頼がしっかり育ってい

なくても、これもまたふしぎはない，。

　しつけのはじまり：乳児期を過ぎ、1歳から2歳

の問に「しつけ」が始まる。この時期のしつけがト

イレットトレーニングに代表されるところからフロ

イトは「肛門期」とll乎んだ、、しつけは身辺自｛11の問

題として捉えられやすい。もちろん、それもあるけ

れども、しつけの本質はたんなる身辺技能習得にあ

るのではない。人問を生物としてみれば、床にしよ

うが便器にしようが排泓［にかわりはないし、r一づか

みで食べようが箸で食べようが栄養にかわりはな

い、しかし、人閲にとってトイレで排泄し食器で食
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べることが重要なのは、それが人間の文化がもつ約

束（ルール）だからである。しつけを通して、幼児

は身のまわりにはさまざまな約束（ルール）がある

ことを知り、それを身につけることによって、人間

杜会がもつ文化のlll：界に足を踏み人れるのである。

　しつけの担い手は、ふつうtr一どもとの聞にすで

にこころのきずなを育み、愛着の対象となっている

養育者である。その養育者から与えられる約束や

ルールだからこそ、幼児はそれを・i…体的な「意志」

として自分のものにしたいと望み、身につけようと

努力する。愛着関係に支えられたしつけを通して］t’

どもたちは意志の力を育んでゆく。この意志形成こ

そがしつけの精神発達上の役11｝1なのである．，意志は、

ものごとを成し遂げたり、欲望や衝動を制1卸したり、

約束やルールを守れるために不1’］1’欠なこころのはた

らきである。

　しつけ開始の）1寺期から虐待がはじまるケースは珍

しくない。しつけを放棄したネグレクトと同様、力

こぶがはいりすぎた強圧的なしつけもこころの成長

に大きなひずみをもたらす。なによりも意志の形成

をそこなうからである。持続JJに欠け、欲望や衝動

のコントロールができず、簡単なルールも守れない

という子どもたちが被虐待児に少なくない。この一∫・

らは決してわがまま好き勝千なためにそうなのでは

ない。かれら白身、強い白己不全感や白己否定感’情

のうちにいる。結果的になにをしてもうまくゆかず

失敗ばかりになるからである，この背景には意恣形

成の大きな遅れがひそんでいる。

　「意志」の力と「忍耐」の力とはちがう。忍耐とは

ストレスを受動的にこらえることであり、それなら

被虐待児はだれよりも経験している。苛酷な虐待に

耐えてきたのである。しかし、能動的なこころのはた

らきである「意志」は、そうした忍耐のH々からは

育まれない。しつけのつもりが虐待と化すのは、往々

にして、ここが錯覚されるためだろう。強圧的なし

つけは、ただ我慢という受身のコントロールしかも

たらさず、自分でみずからをコントロールしようと
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する内発的な力、つまり意志の形成は逆に妨げられ

るのである。

　社会参加のはじまり：養育者とのこころのきずな

が培われ、約束やルールを学び、自分をコントロー

ルする意志の力がそなわれば、子ども同1：の社会的

な集団へ能動的に参加できる条件がととのったこと

になるっこれは．般に3、4歳以降で、保育所・幼

稚園や小学校がその場となつている。そこで了・ども

たちは、競争と協働、自己i三張と妥協といった杜会

的な人問関係を生きるに必要なこころのわざを磨い

てゆかねばならない。これは対立するものを折り合

わせてゆかねばならぬことなので、そこで多くの葛

藤やストレスにぶつかる，，養育者をはじめおとなと

のきずなに守られることで、はじめてr・どもはそれ

をのりこえてゆけるのであるc，

　W剴から虐待を受けてきた子は年齢相応にこの条

件がととのっていない。園や学校の集団場面で不適

応行動が頻出して、虐待に気づかれるきっかけにな

る例が少なくない、また、その不適応行動を養育者

が矯めようとして虐待が募る悪循環もみられる。だ

が、その子らが保護される先が施設の「大きな集団」

であることには矛盾が潜んでいないだろうか。

　集団のなかでr・ども同．1：が「学びあい、育ちあう」

というのが、かつての施設養護の理念であった。し

かし、共同生活を成長の糧にできるのは先に述べた

条件がしっかり備わってのことで、苦い現実として、

∫芦待を受けてきた］／’・どもたちは施設集団内で育ちあ

うよりも傷つけあうt、共同fじ活へ適応できるこころ

の．ヒ台が育っていないまま、その生い立ちからやり

場のない怒りや攻撃性をもたざるをえない．了・どもた

ちを集団にすれば、そうなるほかはなかろう。かれ

らの責任ではない。かれらの多くは、子ども集団よ

りもおとなとのかかわりの積み甫ねがまだまだ最優

先とされる成長の段階にいるのである。

4．発達と回復の援助

　生れ落ちた∫・どもが社会的な共同生i舌に参入が111’



能となる段階までの発達をかいつまんでたどってみ

た、酸い虐待はこの間に始まっている，，この∫・らへ

の援助には、その．f・にどんなこころのはたらきの遅

れが潜んでいるのかを見定めることが爪要である，

年齢や知的発達レベルに比して驚くほど育っていな

い部分が潜んでいる，状態像だけからみれば学習障

害や注意欠陥多動’i生障害など軽度うξ達障害の特徴と

屯なりあうJ：が少なからずいても、驚くにあたらな

いだろう．．医”1ξ：概念としては別のものだが、発達の

かたよりや遅れという「∬態においては［i・jじだからで

ある．．ただし、これは環境による後人的なもので、

新たな環境しだいで回復のチャンスがある，、

　その遅れている部分は、r・育てにおけるどのよう

な体験から育まれる部分なのかを形’えながら、それ

をあらためて粘りつよく㌦えなおすかかわりが必要

である、、そして］’・育てがそうであるように、これは

なにも特殊なかかわりではない．，乳児朋から幼児期

にかけて親は11常どんなlll：話を1：どもにしているだ

ろうか．、被虐待児へのケアの原点はそうした日常の

川活的・養育的なかかわりにある、，例を示そう．

　川．：ます’、おとな　（スタッフ｝との問に安定したこ

ころのきずなを育む，，関係なくしてこころの成長は

ない．．被虐待児はその関係に傷ついてきたため、関

係の形成泊体がむずかしい．．しかし、とめどない愛

着欲求にも激しい攻ll袈的行動にも、そ0）底に潜むの

は関係への飢えで、きずなへのJIξ初のr・掛かりがそ

こにある，、ほ．）1卜活のなかでの身体的なVlr話やil、れあ

いがたいせつである。、「菓がなかなかこころに人ら

ない了・が多いのは被虐待児の特徴だが、「　t≡五II川1」とい

う知的・観念的なものを通してものごとを伝えられ

る以前に、からだという実感的なものを辿して安心

やぬくもりを伝えられる体験に乏しかったためであ

ろう，ば葉が実感あるたいせつなものになりにくい

のである、、虐待の渦中で，消《は「人を操作する道具」

とLか体験されてこなかった1二も多い　乳児期の身

f本ケアによってE茎’遊や’「青動力杉了イヒし、養育者とのWi

動的な交流が発展し、そのヒ台のうえに生きたば葉

トII．．界∂）；Utl「とNM．

が習得されてゆく、［語発達の筋道を振り返りなが

ら、かかわりをll夫してみるとよい，③ささやかで

もその．∫・なりに実感できる達成や成功の体験を積ま

せて能動性をもった意志の力を育んでゆく，、自己統

制が‘茨求される社会場lrliで逸脱しやすいが、禁11：X）

叱克では意志形成につながらず裏日に出てしまう、

そういう場而ではおとな（スタッフ）の介添えが必

要で、この場合、おとなは］1・ども1’lijが自己統lliUを

しようとする努力をそばからサポートして成功に導

く役をとる．．ひ．とりではコントロールできなくても、

介添えがあればかなり可能になることが多い。しつ

けにおいても最初のステップで親は実にこまやかに

介添え｛直接T・W）けしたり励ましたり）しているの

である．、

　いうまでもなく、以lzの例だけとっても、とても

r問ひまと根気とこころくばりとが求められる仕’∬

である．．］㌧育てで親がわがr・にどれほど丹念にr問

ひまをかけているかを考えてみたい　施設の1：ども

たちひとりひとりに、それと同笠、もしくはそれ以

ヒのかかわりを要するのである．．これをこなすには

スタッフに心身のゆとりがなくてはならない．．．rイf

てには養育者自身の余裕が．人．事である，、虐待の発生

1友因の調査は、養育者にゆとりが失われるなんらか

の’］f”情（経済困1旋1［、家族不和など）が最も多い発生

要因であることを明らかにしている、、ここであらた

めて、私たちの祉会が、虐待防1ヒを叫びつつ、ゆと

りをもってこまやかに∫・どもたちとかかわれる条件

を施設に保証していないという冒頭の「2Xl｛）を省みた

いのである．

’1・一・ワード；精神発達

　子どもは生れたときからおとな．と同じ綱神磯能（こころの

はたらき）を備えているわけではなく、すでにそのようなこ

ころのはたらきを身につけたおとなとの密接なかがわりを通

してそれを獲得してゆくのであるnこの獲褐の週程を梢神発

達と呼ぷ。発達には脳の生物宇的な成熟も必要だが、それだ

けでは発達しないのは．人間のこころの世・界が個休の脳の外

にひろがる社会的・文化的な共同性に深く根ざした関係の世

界だ’からである。
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他領域からみた児童養護
の状況と課題

特 集
児竃養瞳と子どもたち

　　　　　　　　　　　かた　おか　れい　　こ
城嬬騒綴舗報難片岡玲子

　2011｝：紀末から2111｜：紀初頭にかけてのこの時期、福

祉は領域の如何を問わず社会変．1’111　Oノミきなうねりを

受けてきた。予想以上にII［い高齢社会の到来、少r・

化の進展、そのなかで高齢者福柏や障寄1；：者福祉の領

域では新しいニーズに応えるため、数多くの一L夫や

礼会システムの変LII’1：が行われてきた．人々の意識や

価値観もかなりのスピードで変化し続けている。

　そのような状況のなかで、在宅福祉・コミュニテ

ィケアへの関心が・番先に語られたのが高齢者福祉

の領域といえるだろう。障害者福祉の領域でもすで

に数年前から在宅福祉や地域ケアが話題になってい

る。しかし児童福祉の領域においては地域ケア的な

考えはまだト分議論されていないようにみえる。現

在の児童養護には、IIの前の子どもたちが抱える多

くの問題に、どう向かい合っていくかが肢大の関心

：lrにならざるを得ない、という現実があるのも事実

である、，

　t’・どもたちの福祉を将来に向けどんなスタイルで

くみヒげていくのか、とくに児童養護と地域との関

係について他領域の実践を紹介しつつ考えてみたい。

1．高齢者福祉とコミュニティケア

　1983年4月、地．h7階建てという当ll寺としては珍

しいスタイルの福祉施設が、東京の品川区にオーブ

ンしたnこの施設は、新しい住宅団地の．一一角にあり、

区が上地を提供するなどして社会福祉法人の設立を

財政的に援助し、区民のニーズに応えるために建設
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した福祉施設であ紘、そのなかには①特別養護老人

ホー一ム、②知的障害者リ工生施設、③同通砂f授産施設、

④」∬度身体障害者授♪勧花設、⑤身体障書者迎所授産

施設のr｝1’5施設と在宅サービス七ンターがつくられ

た．5つの福祉施設の利用定貝は合計220名、そのう

ち①：Zl④の3つは24時間ケアの人所施設である、、ま

た在宅サービスセンターには区から高齢者と障害者

のショートステイ、リハビリセンターFI↓業などが委

託された。

　20年近く前のことであるが、当時特別区レベルの

自治体が24時間ケアの人所施設設置に1虹接かかわる

ことは例がなかった／．／障害者の団体をはじめ、区民、

職貝など多くの人々の論議を経て実現したこの施設

は、入所者の福祉はもちろん、地域における在宅福

祉の拠点としても期待されたt、「なにかの時は頼みに

なる」という梢神ri勺な意1昧も含め、地域住民にとっ

て意義ある社会資源となっ九，

　なかでも介護の必要な高齢者のための特別養護老

人ホームは、都の所衿課との話し令いの結果、人所

者の9096以ヒが地元区民となり、人所したお年寄り

からは「わが家の屋根が見える」と好評であった．，

従来の遼い郊外にある施設にくらべ而会も多く、「住

み恨れた地域で暮らしたい」という高齢者の気持ち

にも応えるものであった、．

　区民に喜ばれたことが伝わると、近隣の区市から

議員や市民の見学者が相次いだ．7階建てになった

のは狭い1：地の有効利川のためであったが、新しい



都市型の禰fll：施1没として知られるようになi・た

　“：が関与Lた第2の社会福祉法人・ki’‘’i栄会は199〔〕

年に誕生した　この施設は特別養護老人ホームのほ

か軽費老人ホーム、高齢者住宅、知的障害者1亘］所施

ほ、在’己サー一ビス・｛L「ンター一、在’七介1渡支手妥セン．夕一

などが併1没されており、8階建てである．1階ロビー

には障害者の働く喫茶コーナーがあり、地域の人々

が気軽に川人りし’こいる．

　1「［1’t川区内ではその後、区、▲’Ill1学校や］5U建所と特別

飛護老人ホームを合築するなど、さまさ．まな1大を

し、合わせて7か所の特別養護老人；1：一ムがつくら

れている．このような区lil．位のコミコ．ニティケアの

動きは東京の23区に広がり、現在では特別養護老人

ボー一ムを持たない区はない状況になっている　また

1　「∫ liil・　｛：寸－

a）
j易　で†　C

よ
　 、　　　　　　 　一」　 a）　

ト
　 E：　フミ　トtF：I　J｜E：IS：一　ノL　 カX L

　
1
　

く
　
　 つ　カ、 0）

近隣自治体と契約してサービスを提供するという形

もみられる．

　厚生竹e「川㈲は高蛉化の進展にkJ』応するためと

して1990年、ll‘1’IFi　l姶者保健福祉］0か年戦略1を始め、6

月には老人縞祉法をはじめとする福祉関係8法の改

｜トを行った　内容は在宅福祉を縦1ぷ的に推進するた

め、在宅福祉サービスの法制化を行い、老人ホーム

入所に関わる］‘1‘「置権を都道1i’！：リ1しからll∫｜llr｛・」．に移し

た．また各lt∫lllr村ごとに1老人保健福祉lllllll｜1」を作

成し、市llll’村』が｝し体となって計llllir19に地域福祉を推

進することを強調している、，この頃、厚川省におか

社会福祉法人福栄会

Vl．界の」巳巾と1旧1．

れた1地方老人保健福辛IL計画研究∬li」で7こ国各地の

先行］1例のヒアリングを行ったなかには、先にのべ

た「品川方式の福祉．」が含まれていた

　rll川’村に福祉サービスの叩心を移す流れのなか

で、199，　9年、介漫保険制度が始まり、111“∬者福祉1ま

あらたな側面をみせている）

　高齢者福祉は地城「｜治体が計119Jiのiモ体とな［）、1〈

問のサービス提供者“とも辿携しつつ、地域の中で利

用者がサービスを選択するというしくみができつつ

ある．介謀保険制度にはまだまだ課題も多いが、コ

ミュニティケアを中心に考’えることについては共通

認識が生れているといえよう，、

2．障害者福祉とコミュニティケア

　障害があっても｜1∫能なかぎりふつうの生活を保障

しようという「ノーマライ・ピーシ：－1ン．1の思想は、

デンマークの欠ll的障害者施li文の人所者の声から牛ま

れ、北欧から北米へ．そして｛こ［1堺に広がった．

　1981年の「．川際「｛‘’；li川者年1とそれに続く「ll司連・

障川者の1’年．1（1983－1992イ1りは「完全参1川と’ド

等1をテーマとし、わが国の障告：者福祉の考えカ’に

も大きな変t‘1‘，：を迫った、，どちらかというと施1没‘11心

の保滋的な福祉が．iモ流だったからである。

　1983年に前述した1‘1111J「1区で身体障’ll；：者と）：ll的障害

者の2つの人所施設がつくられたとき、地域が24時

間ケアの障害者↓‘設をもつことの意義について、都

の担’1看課をふくめ1’分な認識があったとはいえな

い　全都での待機者が多いことを理山に、地元区民

の人所は’卜分程度に調整されたtt近隣の自治体は特

別養護老入ホームと異なり、作る意欲を感じなかっ

たようである　この後、人所型の障書者施、／／2Lを設置

した区はない、しかし、地域が入所刑の施設をもつ

ことにより、シnt一トステfをはじめとした地域在

宅柵祉サービスの拠点として活川が朋待できること

は、高齢者の場合と11rl様である．

　人所型の障害者福祉）血ri文については川地確保の厳
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しさや住民の反対などを理川に、特に都市のなかに

は作りにくいというイメージがあり、郊外の比較的

交通不便な場所に作られることが多かった。東京は

他県の協力をえて、東北地方などかなりの遠隔地に

施設を作った。もちろん障害者によつては郊外型の

施設のほうがむくという人もいるので、いちがいに

はいえないが、高齢になった．親たちにとって、施設

は遠く、1【6会もままならない状況になることは想像

に難くない。

　このようななかで、ある遠隔地の施設で人所して

いる知的障害者に対’する人権侵害事件が起こった。

表1．障害者（児）の人数と状況

　　　　　　　　　　　　「iS＿t、》　
：
　
　 r一　ノs 、　　 〈　　　　］　　lS］ 1よ t，b∫茂⊥靴ljl｝

障害種別 総　数 在　宅 施設
（人院）

身体障害者（児）
3，177．0

（100．o｝

3，015．（）

〔9・1．9）

162．0

（5，D

知的障害者（児）
　413．o
｛］00．0）

297．0
（71，9｝

ll6．0

（28．D

児｛18歳未満）．1 96．o 86．0 11．0

寸
　
　
　
｛
P
　
　
訓
川

者（18歳以上）川
　301，0

uOO．0）

195．0

（6・L8｝

1｛〕5．0

（35．2）

不　　膵 16．o 16．0 0

精神障害者村
2，170．0

（100．0）

1，82（LO

〔83．9）

348．O

d6，D

言i’

5，760．0 5，132．o 626．0

＊］　厚’1・宵「鯖神薄」1～；児1わ梧礎尚制V｜｛成ア《1’・．），「引会棉lll施続

　　》・1叔在」（’｜吃成7年｝よi」

＊Lt　厚生W　l盟者・洞青」1・1勺戊δf杓

表2．児童相談所における養護相談の処理件数（微lLfド脚

地域の人々の目が行き届かない、閉鎖的な施設のな

かで、障害者たちは必要以1：にクスリを与えられた

り、意に反した扱いを受けていたとされる。ある程

度気づいていた保護者も家庭でみることができない

ため、施設に対して何もいえなかったという。

　この事件のあと、改めて障害者の地域ケアが考え

られるようになった，、

　1999年に筆者が訪れたスウェーデンやデンマーク

では、郊外型の障害者施設はとっくに閉鎖され、障

害者は支援を受けながら街のなかで暮らしていた。

重い障害のある人も自分のアパートやグループホー

ムから作業所に通い、パンづくりや絵画制イ乍など創

造的な作業を楽しんでいた。

　わが国で、18歳以．ヒの知∫1勺障作者30万500人のうち

家族と離れ、施設入所をしている入は10万5，200人と

35％にのぼる（厚ぴ省　精神薄～ll｝児・者基礎調査平

成7年）。これは身体障害者や梢トll1障害者の入院や人

所率（表1）と比べて、あまりにも多いのではない

だろうか。知的障害者が地域で暮らせるしくみがト

分できていないということであろう．

　精神障害者は障害者として制度」二認められるよう

になったのが、1993年のことである、，偏見の問題も

大きく、地域ケアについてはまだまだ課題が多い。

3．児童養護の状況と課題

　高齢者福祉と障害者福8止の領域では、かなりIFい

時期から地域をベースにした「コミュニティケア」

家　出
改腺を含ω

家　族　環境
総　数 棄　児 死　亡 離　婚

傷　病
1入院を含ω 総　数 虐　待 その他

その他

総　　　　　　　数 43，597
221

1，842
367 1，956 6，343 23，699 11，556 12，143 9，169

児童福祉施設に人所 9，916
98 679 139 505

1，946 5，016 2，059 2，957 1，533

里親・保穫受託者委託 661〕 鶴
43 2】 29 105 224 47 177 205

而　　接　　指　　導 2S，863
74 962 16δ 】，303 3，815 16，’159 8，4・ll 8，018 6，082

そ　　　の　　　他 4，↓58
16 158 39 119 477 2，000 1，〔｝09 991

1，349

資利：厚Ψ省「十1会福¶1・行政業務什｝1｜n

l6



をLl指して変革が行なわれたことをみてきた。改め

て児荷：養護の現状をみた時、あふれる被虐待児や．r・

育て支援の必要な家庭に対し、児竜養護施設が「地

域の．r・ども家庭福祉の拠点」として活川される例は

残念ながらまだ少ない。それは児童養護のしくみが

コミュニティケアとは少しはずれたところから発展

した歴史によるところが人きい、，

　全IKIの児［†1養護施設数は555、乳児院114、施設で

暮らしている一J：どもの数は児蛍養護28．041人、乳児

院2，706人（いずれも1998年）となっている。おおま

かには都道府県単トン：になっているとはいえ、了・ども

たちは施設に、「いろいろな地域」からやってくる。と

きには県をこえて人所することもある，Jt・どもを「措

置する」のはほとんど都道府りrい］：の児恒刊1談所であ

る．．lgg9年、ユ年問で児1’1〔：相i淡所の養護付1談43，597

件のうち、9，916人のr・どもたちが児11i’（福祉施r没に

人所した，，（表2）

　J’・どもが家族・家庭と離れ、家庭代替としての児

巾養護施設に人所するとき、多くの場合、迎ってい

た学校や友達や、なれ親しんだ地域の生活とも別れ

ることになる、．．特別に環境を変えたほうがいいケー

スももちろんあるだろう、、しかし、家庭から離すこ

と即地域から遠ざかることなのだろうか。

　今、児恒養護施設は子どもへのサービスに子・杯

である．．人所児世の’卜数以ヒが被虐待児であるとい

う施設も多い．」㌘どもたちをケアするために、体力・

梢力を使わなければならない，，j”どものうしろにあ

るはずの家庭までなかなか千がまわらない。家庭が

遠ければなおのことである。

　どの施設もその地域とよりよくお付き合いするた

めに努力をしている。r一どもたちは地域の学佼に通

い、ときには問題も起こす，t職員は地域の祭りの世

話役を引き受け、学校のPTAで役Uをする，、それ

も人1∬なことである、，しかし、その施設がおlll：話し

ているiどもたちが初めに紹介した品川の高齢者施

設のように、そこで育ち、弥らしている「地元の∫・」

川二’昂の児市とtert

の割合が高いとしたらどうであろうか。施設はその

地域の∫・育て家庭全体のための杜会資源として、虐

待などの1；防的かかわりをも含めてもっと積極的に

にその力を発揮することができるはずではないか、、

　保育所など通所型の施設は措置から利川契約にか

わり、住民の選択によるところが大きくなった，，児酸

養護施設は利川に関して、親と子の利害が対、膓1する

場合が想定されるとして、U」〔門家である児童相談所

の判断をいれた措置制度が存続しているe虐待や非

行川題の・部では確かにその必要があるだろう。し

かし、施設自身がもっとコミこLニテfケアを意識し、

地域n治体と連携すれば、地域全体で「養護問題を

抱えた了・ども家庭への支援」というテーマが明確に

なり、地域の社会資源としての価値もヒるはずだ、，

4．地域子ども家庭福祉の拠点として

　これからは、児童相談所も協力して入所児童の地

域をできるだけ限定し、施設が地域性を持って、地

域のイ・育て家庭や里親のレスパイトサービスを引き

受けるなど、他領域の施設と同じように地域福祉機

能を発揮する必要があるt．，「児竜養護」をr・育て支援

の地域サービスだと考えれば、利用形態も通所でい

いか、24時間ケアが必要か、週末は家庭でみられる

のかなどもっと柔軟に．考えることもできる。

　］㌘育てに悩む親の相1談の向こうに、了・どもを地域

でどう育てるかという課題があり、それは決して児

革：養護と無縁ではない。あとからきた他領域にも学

びつつ、児童養護施設を「’地域における子ども家庭

福祉の拠点」として発展させる方向をめざしたい．J

キーワード：老人保健福祉計画

国が「高齢者保健福祉推進十か年戦略」を作ったのに対応

し、全国の地方自治体に第定が艇務づけられた計画。〕994年

からの5か年計画とし、必要なサービスの数値目標をいれる

こととなっている。陣習者福祉では1995年に「障害者プラ

ン」、児堕福祉について［ま1994年に「エンゼルフラン」が策定

された。
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児童相談所とケースワーク

特

児童養護と子どもたち

　　　　　　　　　　　　　　　くに　　い　　み　　か

埼酬峡触蹴所児童福綱国井美歌

1．ケースワークについての再考

　「児童相1談所とケースワーク」というテーマをい

ただいたので、まず、ケースワークについて、振り

返ってみたいと思います．．

　ケースワーク、正確にはソー一シャル・ケースワー

クは、19．　1［1：紀以降、イギリス及びアメリカで始まっ

た「友愛訪川」が1り：胎といわれています。当初中産

階級のボランテfアだった友愛訪問を、体系化、”占〔

1…J化したのが、アメリカのボルチモア、フィラデル

フィア両慈善組織協会のメアリー・リッチモンドで

した、．リ・ノチモンドの社会診断倫は、クライエント

の個人の生活史聴取から始まる社会．調査により、

ソーシャル・ケースワーカーのかかわりを、「社会診

断」という当時では新しい剖1「1的枠組みとして概念

化しました。それによって、緊急な閨題の解決を図

るためのソーシャル・ケースワークの劇‘｛1性が、生

成、展開されていったのですn川．題を抱える家庭を

個別に訪問し、生活歴等の聴取から、問題解決のた

めの処遇の方針を決定する～｜S［i’‘1的作業は、llit］…と場所

を越え、現在の日本の児11i’i：1：11談所の現場に脈々と続

いているという思いがします，，

　ところがその後、ソーシャル・ケースワークへの、

フロイト心理学の影響が強まりました。問題をみる

とき、環境的または社会的なものを強調せず、心理

的あるいはパーソナリティーの要因に1．1を向け、

ソーシャル・ケースワークの「ソーシャル」の部分

がいったんは欠落しました。

　1950年代になると、この欠落したソーシャルの部

分をケ・一スワークに取り戻す作業が始まり、リッチ

モンドの社会診断が川IJ’卜価されましたttさらに196｛〕

年代から70年初期にかけて、ケースワークに替わっ

て、「ソーシャルワーク」が、統括的な概念を説明す

るi．「葉として使われるようになりました、、

　児並、精神医学などの個々の分野にとらわれず、

ソーシャル・ワーカーが、ψ・：門性の共通」1⊆盤を碓認

するための、川語の変更と「i『えます．t

　駆け足で、｛．1二習ったおさらいをしてみました．，な

ぜ本論の前に振り返ったかと汀うと、この理論の変

遷は、そのまま、虐待対応に戸惑い、悩み、介人し

てきた児・’1’ζ相談所の5、6年の流れ、そして現場の

．・ 貝として、走り続けた白分に煎なるからです、，

2．虐待対応と児童相談所

　私の勤務する埼．ト1県の以前の児［†［川ii炎所（以卜、

児季1．1）は、養護問題に対し、いかに家族（児散本人

及び保護者）の自己決定を促進させ、家族同意の．ド

に適切な処遇計画をv：klてられるかがin要視されてい

ました。オ・目談動機の少ない、またはないケースとの

間に相談関係を作りヒげるのが、究極の目標とされ

ました、、各児恨相談所には、皆の尊敬を集める「［」

のようなベテランワーカーがいて、相談意欲のない

ケースとじっくり付き合っていました，．虐待ケース
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は、以前から存在していましたが、視権者の意思決

定権の前には、児1†［福祉i去があってもなきに等しく、

対’抗できない状況にあったので、虐待されている］’・

どもの保護は、親権者の同意がないとできませんで

した．ベテランワーカーが、flr∫年か越しに虐待児の

保護同意を収りfJ’けることはありましが、それはな

かなか他の職貝に反映される普遍性を持ちにくい技

術でありました．，また、努力を前ねても、1司意が取

り付けられない場合、それ〔同意を取りW’ける相談

関係構築の技術’）に替わる方法はないとliStわれてい

ました．，ですから、私たちの目標は、相談関係の構

築技術を、いかに1’1分が身に付けるかでした　ベテ

ランワーカーの電話のやり取りや、会議での発ぼか

らヒントを盗むような、職人芸的なところがありま

した．．．

　そのようなときに、虐待介人という新しい万法が

導人され始めたときのシニ・1・ソクは、今でも鮮明に覚

えています　ある虐待ケースの保護者から川た引き

取り要求を拒否し、職権保ri隻をばい渡した私の心の

中で、今まで自分が’番人事にしていた「ケースの

1’1己決定の促進．」を、自分自身が否定しているよう

に思えてなりませんでした、、相談意欲のないケース

から、回意をjl叉り付けられるようなWl談関係構築の

技術の向ヒを怠ったから、このような介人をせざる

を得なくなったのではないか、というr1☆の念がli’i

えなかoたのです、

　しかし、虐待対応の経験を碇ねるにつれ、私の最

初に感じた川責の念は、ソーシャル・ケースワーク

を、ソーシ・x’ルをとった狭義のケースワークに限定

していたことから生まれたことに、気がつきました、．

ソーシャル・〃’一スワークは、ミクロの個別k寸応の

相談技術だけで、すべてを解決することではない。

調在をした状況からUlてられた、‡．1：会診断と処遇方

針によって、どの対応を優．先させるかが決定される

11171”の；u　“1．と母w

そのなかに、在宅指樽もあるし、職権介人もある，．

また、困雄なケースであればあるほど、どの対応を

選択したとしても、ソーシ¶’ル・ケースワークは、

’担当者の個別対応にとどまらない，万法の血では

近接関係機四とのいわゆるネットワークを紺．むとい

う発展を遂げ’る，、また、対応の根源的な意昧の）r［1で

は、国連のr・どもの権利条約に明記されている権利

擁護を、j’・ども自身が獲得するための代弁機能を持

つ。この広がりと深さを持つからこそ、　・見ケース

のド1己決定を否定しているように見える介人が、

ソーシャル・ケースワークであるといえるのです．，

　り己相にとって、介人は、今後も避けて通れない方

法であり続けると思います、．その際、ケースこ’との

万針決定には、1’分な検討が必要です．．］1之近は、iu：

論の風潮が、介人を支持しています、，その川解は、

ありがたいのですが、私たちは、「行け行けドンドン」

という方囲気にあおられて動いているのではなく、

捌査に基づく社会診断をそ．．fっていることを、忘れて

はならないと思うのです

3．「おばちゃん、連れてって」一事例から

　次に、児川における虐待介人の共体的事例を、挙

げてみたいと思います／．．このなかで、虐待の困難1［

例が、ミクロで地道なかかわりと、社会診断による

児「1・i：川談所の側旧決定、その後の介人と司法判断を

仰ぐというマクロな動きがlrlll輪となって、初めて効

果がE：がることと、現時点における日本の法律の問

題点に触れたいと思います。なお、ケースについて

は、プライバシー保護のため、　・部改変してありま

す．t

　本ケースは、保健所から、1．特定疾患の児童がいる

が、治療を助言し、受診援助をして、医者から要治

療といわれたが、治療継続に結びつかない。こうい

う場合どうしたらよいか」との相談が人り、児相の
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かかわりが始まりました。その直後、本児が近所を

ふらふらし、交番に保護されていたことがわかり、

虐待の中のネグレクト（放任）の疑いで調査を開始

しました。とはいっても、全く児相への相談意欲の

ない中で、どうやって会うか、そこから困難の連続

でした。保健所の紹介という形で、母子のインテー

ク面接が実施できたのは、通告から1か月後でした。

　父母は、健康食品販売の自営をしていました。第

1子がある特定疾患にかかっていましたが、両親は

病院にきちんと治療に通っていました。親族の話か

らも、そのころは、特に問題はなかったとのことで

した。しかし、病状が悪化し、子どもは亡くなりま

した。ちょうどそのころ、バブルがはじけ、両親の

事業も経営が悪化、借金に追われるようになりまし

た。夫婦仲も以前に比べ悪くなb、母が、数か月間

家出するような不安定な生活になりました。そんな

叩、数年ぶりに母が妊娠し、生まれたのが本児でし

た。ところが、本児も、第1子と同じ特定疾思に冒

されていたのです。第1子の主治医病院で受診し、

検査こそ受けましたが、治療継続を勧める医師に母

が、「西洋医学は信じられない」と訴え、医療を巾断

してしまったのです。

　インテークの際の母了・は、清潔感に欠け、ネグレ

クトの疑いを強くしました。母は、西洋医学は信じ

られないと言いつつ、保健所の嘱託医と話をするの

は楽しいらしく、誘うと来ることもありましたが、

すっぽかすこともありました。了・どもは、一目で不

健康とわかる心配な状態でした。また、本児の養育

は、主に母が担い、父は登場しませんでした。

　児相の会議のなかで、方針決定のために不可欠な

調査事項として挙げられたのは、

①治療に関する母の考えを明らかにする

②父の意向も確認し、治療に賛成の場合、母の説得

　を指導する
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③子どもが放任されていないか、当家庭の状況を把

　握する

の3点でした。

　また、保健所とカンファレンスを持ち、保健所側

の役割分担として、母子保健の担当者が引き続きか

かわることと、発達検診への来所指導を続けること

を、児相側の役割分担として、家庭訪問を中心とし

た、状況把握、指導の継続を確認しました。

　さて、本格的な調査を始めてみると、とにかく会

えない、連絡が取れない時期が続きました。電話は

すぐ切れるので、予約なしの訪問を繰り返した結果、

まず母とコンスタントに会えるようになりました。

　母と会っていくなかで、本児のことを母なりに心

配しているのがわかりました。交番に本児が保護さ

れた後、家を空けるときは、留守番の人を頼むよう

になりました。治療と称して長い11寺問マッサージを

し、それが、母子のスキンシップにもなっていまし

た。本児も、父より母が好きでした。一方、治療に

ついての母の意向は、あいまいなままでした。一見、

思想的背景があるような拒否に見えましたが、治療

そのものへの不安と経済的な理由が入り交じり、考

えがまとまらないとの印象を受けました。調査事項

の①の結果は、「母は、治療に関して、的確な判断が

できない状態にある」というものでした。

　父への調査は、さらに困難を極めました。仕事の

忙しさを理川に、面接を断られ続けましたが、最後

に、家にいた父が、児相の電話に仕事巾とうそを言

い、それを聞いたE，±が怒って児相に言いつけるとい

うエピソードから、父の面接拒否の姿勢が明らかに

なりました。②の結果は、「父は、生活に追われ、子

どもの命や将来にかかわる問題に取り組む意欲を失

っている。母に比べ、本児への関心は薄い。本児の

ために自分が動くことはしない」でした。

　③については、当初の本児の飛び出しへの対策は



改善されたものの、衣食住等の状況は不適切なこと

を確認しました◇

　父母への指導調査に明け暮れていたなかで、こん

なこともありました。

　本児は、病弱なため、家で閉鎖的な生活を送って

いました，’tあるU、保健所検診のため迎えに行くと、

母がいません，、検診は、母子で行く約束になってい

たのに、母に約束を破られたショックで、私は落胆

しました．、父との而接も実施できない時期で、方針

決定のための調査が進まないあせりも感じていまし

た。がっくりした私が、今日は保健所にいけないこ

とを告げると、この子は、不意に私に抱きつき、そ

して言いました．

　「おばちK・ん、帰らないで、保健所に連れて行っ

て」．．友達と遊ぶこともできず、閉鎖的な生活のなか

で、保健所に行き、母の話の問に、おもちゃで思い

切り遊ぶことが、この了・の生きがいになっていたの

だ。この∫・は、広いi．U：界を、白分の1・∫能性を求めて、

それを白分の言葉で訴えたんだ、という驚きが、私

を包みました。「児相のかかわりは、本児の権利擁

護、本児の思いの代弁である」という視点が再確認

されましたttt

　ヒ記の調査により、介人による治療の必要性あり

という社会診断が決定され、その実行に当たっては、

関係機関と連携した「ソーシャル・ケースワーク」

が機能しました，、具体的には、職権による　・時保護

を実施する施設と、治療を実施する病院の設定交渉、

児市福祉審議会への諮問、法的対応策の決’定、行政

組織としての児相を管轄する．i三管課への協議（治療

を同意なしで実施し、その結果によっては損害賠償

請求が川ることも想定した）を、児相として実施し

ました、、そのうえで、本児を保健所検診の担当医が

所属する病院に職権保誰し、同11寺にr而親の親権喪失

請求を家庭裁判所に提出しました。

v｜：界の児巾と母性

　法的対応は、当初、親権．喪失ではなく、児竜福祉

法28条の施設人所の承諾を求め、認められた後、施

設長の権限で、治療を実施する予定でした。しかし、

その方法では、児童の治療責任者が、保護者と施設

長の複数になり、両者の意向が違う状況では、医療

機側が治療契約を結んでくれず、法律上は治療が日∫

能でも実際に治療を引き受けてもらえないという問

．題点が発見されました。

　また、父母は、．一・生懸命本児を育てようとしてい

ましたが、治療についての判断に不適切さがあり、

ある意昧ネグレクトの加害者の典型といえます。親

権の全面的な喪失は、本児への愛情の部分まで否定

する、過重なペナルティと考えられます。本児の治

療の部分だけに限定した親権制限が可能であiLば、

本児の福祉も守られるし、父19：の権利制限も必要最

小限にでき、治療契約も一・本化されます。現在の虐

待防止法で認められなかった親権の部分停止が、本

法の見直しの際にぜひ盛り．込まれるべきであると考

えています。

　本ケースの親権喪失は認められ、医療スタッフの

尽力で治療も成功しましたc、本児は退院後、施設か

ら学校に楽しく通っていますtt父．母も、職権保滋の

直後こそ混乱しましたが、現在は、児相との話し合

いに応じています。介人の次の当家族の再統合が、

これからの課．題と．考えています。

参杉え肘，

‘1．「「1ソ・ハ三ンド　ソーシt・ノレ・ケー・ス「ノ・一ク」小松ibi｛助・［ll崎工n“・・川

　代国次郎・松原L良友1苫．

L，．「M．会都制・実躁の▲じ通」ξ盤」バートレソト苫：、小松源助訳

キーワード1親権の部分停止

　親の虐待などで、子どもの福祉が阻轡されている場合、公権

力によって親権の行使を制限する規定があります。このうち

民法834条の親権喪失請求は、認められると、規権．のすぺてが

行使できなくなり、制限が不必要に拡大する恐れがあります。

　個別のケースの状況に応じた部分停止が虐待防止法の改正

に盛り込まれることを願っています。
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児童相談所と一時保護所
特 集

　　　　　　　　　　　　　　　　　わた　なべ　ゆき　　お

神奈川榊央腿轍所雌醐課長渡辺幸雄＊①
　　　　　　　　　　　　　　　　　さい　とう　ゆう　メ『け
　　　　　　　　糎酬駐任踏斎藤祐介＊②

　　　　　　　　　　　　　　　　　み　とみ　まさ　み
　　　　　　　判麟護縛門柵司三冨政美細

児童養護と子どもたち

WL＾∩二｛il 「
i

＊l　I、2、

li：に：：；1亘ll｝㌫

　　　　　ξ｛刻｛業

はじめに

　近年、神奈川県でも児．巾人川が減少しているにも

かかわらず、被虐待による児れの死亡」‘件等の服道

による社会的関心の高まりや、平成12年11月の「児

童：虐待の防止等に関する法律」の施行により、通告、

川談の増加が．著；しいことは例外でありません、、

　本県（横浜市、川山1，i・　i’　b’を除く）の・時保護所は5

か所の児竜相談所のうち2か所の児竜相談所に併設

されていますが、相談件数の増加とあいまって・時

保護ケースも急増していることから、　・118保護所を

充実することにより社会的要請に応え得る．体制の整

備を進めています。

　さらに県独自事業として中学生以Lの児巾を対『象

に　・時保1護所の機能を活川した「思春期生活支援事

業」を展開しています．、これについては本誌VOL5］

（鈴木崇之執筆）でも紹介されています。

　本稲では・ド県の児」’i鮒1談所における　・時保護所の

現況や課題、機能強化への取組み等について述べて

みたいと思います．。

1．一時保護所の現況

（1）一時保護所の体制

　・時保護所の今年度の人所定Uは中央児章相談Pりi一

で15名（llt央、横須賀児｝‘∬：相」炎所を所管｝、厚木児爪

相談所で25名（厚木、小川原、相模原児童相1淡所を

所管）、介計40名です。なお、今年度から厚木児竜相

談所は］0名の定貝増をしています．．

　また、これとは別に思春期生活支援事業を11・央児

童相談所で15名定亡1で取り組んでいます，、

　職員は児竜指導員、保育1：等の常勤・非’肚勤職員

で交替制勤務、夜問宿直の休制で行っています、，

（2）保護児童の入所傾向

　本県は全IK｜．．じ要都i　li　2’　7か所の・Mii，保護所との比較

でも、平成7年度以降の保」隻件数のf巾び率（表1＞

は突出しております．

　この表から伺える傾向ではこド｝克］2年度の．一時保ii菓

児～ix数は37］入ですが、平成7年度を指数100とする

と平成12年度は153となります、．　づ∫、相談受付f’卜数

に対’する保護所利lll・t・｛は逆に’卜成11年度をピークに

低．ド傾向を示しています、，また平均入所11数はほぽ

横ばいで推移していましたが、受け服ヅ）児1†i：養護施

設等の満床、家庭との内；統合、復帰調整の困難さか

ら個々の保護期lillが長期化する傾何にあります．－tこ

のために’時保護所の利川率は低下していると思わ

れますu

　このような状況から定貝超過で保護することが平

成8年度頃から顕在化し、平成11年度からは年問の

約3割から4割のll数を占め、ほほ常態化するほど

になっています。，さらに、　・時保護延日数も’1三成7

イ1三｝変1ま6、465日、1］でr・　Jfi’　tま10，241日、13イト1変ll，390　Lll

となっております。

　この結果、経常的に緊急保滋に追われ・時保護の

機能のうち「短期人所．1は11年度以降、思春jUl生活

虻援．’∬業を除いて、ほとんど受け入れる余地がなく

なっています．ttこのように要保滋児童の本来の日的、

ニーズに応える受け人れ体制維持が困難となってき
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1ト1：ltiの児㌣と母刊

ており、緊急な人所定貝の拡大、機能整備を迫られ

ています

2．一時保護所の機能強化の取組み経過

（1）保護児童数増加への対応

　’llJ保謹児竜の増加傾向に対応して、本県では緊

急対’策として、既述のとおり、’1ろ成レ1年4）jにip、）：木

児1†i：JIII淡所の’時保滋所を改修「」て10名の定貝増を

図り、続いて1ら成15年4月には相模原児l／伺11‘i炎所を

移転新築し、定貝25名の・時保li動り1を併1没するjf’定

です．．

　このことにより、’r成15年度には県域全体の入所

定員は65名となり、定貝超過状態の解liliと併せて機

能充実力V図られることになります．、

（2）被虐待児へのケアの強化

　被虐待の通㍑・川談からの調査、評miの結果、保

護に至る経過はさまざまであっても、その多くは問

題行動や心の傷、心的外傷後ストレス障害｛PTS

I．））を抱えている児IW’（：tす

　したがって安令で安心できる小活の場の確保とlrl］

時に、より多ノc的、L㌧〔門的な行動観察や環境調整を

行う必要性は高く、従来の生活指導を叩心にすえた

ケア体制から、保▲il斐所スタッフだけでなく多分野の

チームによるサポートケア体制が必要です，tt

　本県では’ll卜保護児童のケアにあたっては児戒梢

神科医及び心理判定貝を1」［［えたスタ・ソフにより対応

し、処遇方針の検討にあたっては∫・ども人権審査委

員会等によるサポート体制がとられています．、．

表τ．一時保護所の利用状況

（3）思春期児童への自立支援機能の強化

　中学生以11の家庭・学校・施設・職ま易等において

さまざまな不適応状態にある児巾を対象とした思春

期小活支援’1‘業は佃別的な観点での，」㌧Cli‘1的な評fllliと

自、ン：川活への支援を展開しています，‘事業聞始時は

不登校、施設不適応、）’1、ン1生活父援（就ツフ支援・進

路支援）を利川1］　A4jとして受け人れてきました／・／し

かし、近年の利用傾向は変化をみせ、被虐待児の人

所比率が’ド成13年度には5；1｝llを11．　iめるまでに急増し

ている状況では、思布期の情緒障害t’；’tによる個別的、

専門的な対応等さらなる機能の強化、充実が求めら

れています。

（4）保護児童への同性介護の充実

　ll乍今、同性介i漢（こついては人権擁護の悦．llエからも

広く福祉現場でllll題捷起され改簿が図られていると

ころであり、昼夜を問わずσ）同性介護が求められて

おります「効果的な支援のため同］’iiによる保滋児～1〔：

の介護について．’層の充実を図る必要があります

児相縣綬付1轍 保漣所棚1児轍 保膨斤延1．1数 保勘刑毛均r］数 保護所董1川搾
保護所定n

〔1）　〔件） ②　　〔却 ・o：．　（川 （y÷②c．D ⑫÷何（％）

こP成7年度 ．Ll）79 2・12 6，165 26．ア 1．il 35

平成8年度 5．3（；7 272
7，飢1 2s．1 5．1 30

平成ll年度 5，922 36旨 lo，2・ll 27．8 1｝．2 3｛｝

1ド成12年度 ll，317 ：η」 lo．；’25 27，s 5，お 30

1城ユ3年度 7，01：〕 1｛．ト1 ll，390 3：191 1．il ：メ（1

3，一時保護所の抱える課題

（1）一時保護所

①被虐待児の対人関係

　被虐待児は愛1青を持って養育するべき親や近親者

からの虐待により心の傷を大なり小な1．）受けていま

すcこうしたことから被虐待児は大人への恐怖心、

不信感を抱え．いわゆるPTSDの症状、行動をilll

している場合が少なくありません，、

　・時保護所で見られる被虐待児の特徴は、まず第

　　　　　　　　　　　　　　一に対人関係ヒの特

　　　　　　　　　　　　　’1生が挙…げられます、

　　　　　　　　　　　　　ノ」による支配関係の

　　　　　　　　　　　　　なかで生活をしてき

　　　　　　　　　　　　　た児1Li’〔は、強いもの

　　　　　　　　　　　　　に対’しては白分の意

　　　　　　　　　　　　　に添わなくても容易

　　　　　　　　　　　　　に受け人れ、反lrll弱

　　　　　　　　　　　　　いものに対しては川
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手が拒否していようと自分の思い通りに支配しよう

とし、また安心を得た職員（大人）に挑発的な態度

で臨み、相手が本当に自分にとって味方か否かを見

定めようとします。

　第二の特徴は感情コントロールが著しく弱いとい

う点です。些細な刺激や言葉がけに対して爆発的な

言動表現をしたり、突然態度を荒げ、物や人に八つ

当たりすることも珍しいことではありません。職員

はそれらの感情をまず受け1ヒめ、1対1の対応で11寺

問をかけ、しかも時間帯を問わず安心感の積み重ね

をしたり、言語化の促進がなされるまで繰り返し援

助をしていく必要があります。

②非行傾向のある児童

　家出、夜遊び、窃盗、オヤジ狩り、援助交際を疑

わせる生活を送る等、逸脱行動を繰り返す児堂が入

所してきますが、こうした児童はこれまでの不適切

な生育環境のなかでしだいに行動をエスカレートさ

せています。さらに、失敗や問題行動についての内

省力が弱いため、時に1痢き直ったり、職員とのかか

わりを拒否する傾向もみられます。

　これら「行動化した情緒障害」ともいえる非行児

と先の被虐待児等が同じフロアで生活をすることに

よる対人トラブルも頻発します。心に同じ傷をもっ

た児童同士が、大人に対する不信、反発を背景に相

乗的な問題行動を誘発することもあります。こうし

た場合には担当職員が中心に屋外の散歩、買い物等

に同行して気分転換を図りながら、個別の話し合い

を繰り返します。そして次第に保護所の職員との信

頼関係を構築してゆくことで心を開き、必要以上の

過剰な反発行動も沈静傾向を示し、自己課題へ向き

合い内省もできるようになってゆきます。

③職員の対応姿勢の原則

　児蛍の言動や課題は似た傾向があっても、背景や

効果的な対応は個々に異なることから、援助方法は

児童を個別化して安心感を醸成し、理解し、客観的

に必要な課題を設定し、個別的なかかわりのなかで

援助していくことが大切です。

　そこには、職員開のll肖報の共有、遮携が必要であ

り、具体的場而では、π1］接や集団のなかで会話がで

きない児童には、外出等リラックスできる場を設定

することも効果的です。

　また、引きこもり傾向のある児童には、部屋に出

向き、悩みや不安等を受け止め安心感や信頼感を形

成しながら、少しずつ保護所での生活に慣れさせ、

課題や問題解決に立ち向かえる土台を作っていくこ

とになります。そして、しだいに情緒的にも安定し、

結果として対入トラブルも減少していくのです。

（2）思春期生活支援事業

①中・高校年齢の被虐待児処遇

　「1，1学生以上の被虐待に関して特に困難な問題に性

的虐i待があります。特に女子の性問題は顕在化しに

くく、かつ長期にわたって繰り返されてきた場合が

多く、通告・相談として表面に出てきたときには身体

的だけでなく、心理的に大きなダメージを受けてし

まっているのです。

　事業開始当初は、思春期児童の自立に向けての援

助の中心は就労援助や対人関係調整等を｜：1指した集

団的な援助形態が主流でした。最近の被虐待児の受

け入れは思春期生活支援事業のハード而での特徴で

ある「｛固室」を利川することにより、安心して生活

できる環境を用意し、精神的な安定を見極めながら、

個々の児童に合った支援方法を検討し、安定した関

係のなかで職貝ともかかわりを持つように配慮して

いくことで、徐々に生活の落ち着きを取り戻してい

きます。

　しかし、基本的な日課は集団援助的なものであり、

表面的には落ち着きを取り戻したように見えても、

実は背伸びをした状態の過剰適応だったりもしま

す。こうした見極めについては心理判定員や児童精

神科医師の協力も得ながら支援しています。

　今後も被虐待児の緊急保護の受け入れが続くと予

想されることから、個別支援に向けたより望ましい

プログラム作りが求められています。

②非行傾向のある児童の自立支援



　入所時に就労支援や対人関係調整等を目li勺とした

児償であっても、自立への阻害要因としてJl．…行問題

が付随してくることが少なくありません。非行傾向

がある児童は、家庭や地域で非行を繰り返させる環

境があることが多いことから、　・ll、1…保護により、こ

のような環境から分離されることで行動パターンが

変容してくる場合も見られます。

　そして、児敢に今までの生活を振り返えるための

11、］・閥と場所を提供し、職貝はこの過程をサポ．一トし

ていきます、、非行性の高い児市は大人への不すii；感も

強いため、職蹟が児竜からの信頼を得られる環境づ

くりが前提となります，、そのためには児童と職貝と

の面接や生活の場［丘iでのふれあいを通して、まず職

員日身を理解してもらう粘り強い取り組みが求めら

れているのです。

4．今後の方向性と課題

（1）受け皿の整備

　本県でも　・時保護児章のうち公的保護を要する養

護ケースが増加しており、受け肌としての児竜養滋

施設、児童自ウ1支援施｝i隻はほぼ満床状態が継続Lて

います、これが・時保漫所での待機の1・gvj化の・因

ともなっています．、受けllltとしての施1没の’定貝増や

里親登録・委託の促進等、物J：ll！的条件の整備が緊急

の課題であります，

（2）思春期の児童へのケアの強化

　思春期の児童の治療的な援助は蹴朋的には思春朋

支援事※のなかで取り組み、．・定の成果をあげてい

るところです。

　しかし、先に述べたように個々に抱える課題を解

消し、児童が自、ltlの道を歩みだすには馴1「］スタッフ

による長期的な治療が必要な事例が多く、それには

個々の課題に応じた個別的なかかわりが容易な少人

数集団での関係を基盤にする白立：援助ホーム、店〔門

川親等の必要性を痛感しています、＝

（3）専門的治療体制の確立

　被虐待児等の心の傷を癒すため、輻峻した問題の

111二界σ〕児fil．と1サfl」

解消を．’時保護のケアと併行してすすめていくに

は、児帝が概かれた環境条件の改善を積極的に図っ

ていく必要があります。

　平成13年度からは非常勤心理判定nを引・］…保護所

スタッフとして導人したことにより、メンタルケア

強化を図ることができ、より的碓な診断・評lllli・治

療方針の確、ン：への効果が期待されるところです、、ま

た、施設での豊富な援助経験をもつ児童白立支援施

設、児童養護施設等の職』．1との交流・研修を行い、

援助のなかに生かすことも有効と思います．、

（4）個別課題に対応したケア体制

　　・時保護所は限られた保護期1‖1で、しかも養護児、

非行児、被虐待児等が一・緒のフロアで集団生活をする

なかで個別的処遇による対応が期待されています。

　また、　・時保護所の生活のなかでは学習の機会を

碓保・保障することも課題です、　ttしかし、現実には

児戒養護施設に準じた職員配概のなかで、生活援助

のほかにスタッフとの打合せや児散の逸脱行動への

対’応、緊急保漫受け入れ等に多くの11．、∫問が費やされ

ているのが現状です。

　　・時保護所の機能を．）E｝fllしながら個別的な課題にHII

した児童処遇が確保されるケア体制整備が重要です。

杉ぢ文版
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キー一ワード：思春期生活支援事業

　神奈川県が平成8年4月わ’ら一時保護所の機能を活用し、

短期集団生活体験を遇じて自立のきっかけをつかむための援

助を目的に、中央児童相談所に併設して「目立支援事業」の

名称で開始した事業です。主に中字生以上の就労援助、不登

校、施設不適応等の課題解消を目的に3か月をめどに実施し

ています。

　平成τ1年度からは「思春期生活支援事業」（通称「自立のや

かた」）と名称変更し、思脊期年齢児腫の支援に取り組んでい

るところです。
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児童養護施設とケアワー
ク

特 集
児童養瞳と子どもたち

旭児童ホーム

　　　　だ　　て　なお　とし

施鍛伊達直利

1．はじめに

　わが国の児竜養護は、児童虐待問題に直1正｛1して混

乱に陥っているのではないだろうか、被虐待児の急

増で都．市部の児章養護施設は減杯状態となり、従来

から不充分であったそこでの処遇水準は彼らの人所

割合が商くなるにつれて低ドしている。しかもこの

児竜虐待問題は、すでに在宅をべ一スとした「包括

的システム」へ移行している欧米でも増加に歯止め

がかからないと聞くので、これを・時的な現象とみ

なすことなど到底できそうにない．

　何とかしなければならないのだが、現場は“多勢

に無勢”の状況にあるt．、なかなか好転が望めず、現

場にかかわっている誰もがそのことに苦しんでいる

だろう。だが、もしも保護されたr・どもがほとんど

有効なケアを受けられないまま（時に、　1次虐待さ

え避けられないこともある）、元の虐待環境の家庭に

逆戻りとなってしまうか、あるいは孤、1／1したまま社

会の中に川ていくことになってしまうとすれば、い

ったい児1’R養護施設とはfrr∫なのか、そして私たちが

行っているケアワークとは何であるのか、あらため

て1：1問白答せざるを得なくなるだろう。

2．「保護」と「自立支援」

　こうした事態の1トで、現場は「導きの糸」を見失

いかけているのではないだろうか．，なぜなら先の児

洞F、1祉法改正Fぐ援助則念はr保護からU．、！t：支援へ」

と転換されたにもかかわらず、現在進行しているの

は被虐待児を中心とした「保護」であって、とても「自

、セ1支援」をめざしたノ∫向にはすすんでいないと思わ

れるからである。そこで児蛍．養護の変遷を少しふり

返り、そのことを考えてみることにしよう。

　第・期はilll和22年の児，’it‡11｛祉法制定にはじまる，、

そこでは”すべての児童の「健全育成」”を凹念に掲

げていたが、戦災孤児・浮浪児対’策という戦後処理問

題を抱えていた11寺代であった。このため児1†ζ養滋は、

児竜相i淡所が保詫隻の要否を判定して、その対象児な

を児並福祉施設へと「系列処1：il11するシステムにな

ってしまったのである、、これは“緊急事態なので、

やむを得ない”というものであったが、チどものケ

アというよりも、その「身柄の処理」を急いだので

あろう，．そしてこの実態が「保護」にすぎなかった

ことから、後に「理念と実態の乖離・1問題と呼ばれ

ることになったnしかし当時の困窮した時イV背景を

考えれば「保護」の意味合いも今日とは異なってい

ただろうから、膓巳童」び護施設がそうした役割を担っ

たことは評価されなければならない、、昭和3〔Y，1’1代の

後’トに戦災孤児・浮浪児たちが施設から退所してい

ったことによって、この第・期は実質的に終焉して

いる／．、

　第：期では戦後処理問題が消失していたが、第・

JVjの「親のいないj：ども」は、1．親のいる子ども」へ

と変化していた、、また昭和40年代後半には現場で入
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